
出資法人等経営評価書（公益法人等会計用） 整理番号 20 　　
　

　 平成30年7月１日現在
県所管部課

電話番号
Ｅ-mailアドレス　

千円 設立年月日

出資順位 出資額(千円)

1 15,000 100.0%

2

3

4

5

その他

設　立
目　的

［事業の概要］ （単位：千円）

平成27年度平成28年度 29

719,550 1,343,814 1,681,410

31.5% 50.1% 59.5%

566,888 371,383 180,532

24.8% 13.9% 6.4%

154,754 159,176 152,094

6.8% 5.9% 5.4%

841,919 805,338 813,767

36.9% 30.1% 28.8%

全体事業 2,283,111 2,679,711 2,827,803

100.0% 100.0% 100.0%

＜ から県民のみなさまへ＞

指定管理者

http://www.ibanourin.or.jp

全体事業に占める割合

事業２

事業３

その他
事　業

主　　な
出資者

○
全体割合

自然観察施設管理運営
事業

事業1～3以外

　野菜価格低落時に生産者補給金を交付することにより，
計画生産出荷を推進し，野菜生産流通の安定により国民
へ青果物の安定供給を図る。

平成7年7月19日

出　　　　　　　資　　　　　　　者　　　　　　　名

　農林業者の経済的，社会的地位を高め，農林業の振興と森林等自然環境の保護を図り，もって国民
生活に不可欠な安全で安心な主要農産物等園芸作物の安定供給の確保並びに県民生活の利益の増
進に寄与することを目的とする。

15,000

理事長　　宮本　清一郎（常勤）

　県の緑化拠点施設である植物園などの自然観察施設の
管理運営業務を県から受託し，県との密接な連携のもと
に県民ニーズを的確にとらえ，魅力のある親しまれる施設
づくりと良好な管理運営に努めるとともに，緑化意識の高
揚と緑のある環境づくりを推進するため，緑化啓発事業を
受託実施する。

ホームページＵＲＬ

農林水産部農業経営課

０２９－２３９－７１３１

kousha@ibanourin.or.jp

事　　　業　　　名

茨城県

代　　表　　者　　名

　（公社）茨城県農林振興公社は，今日まで築いてきた農林業に関する技術力やノウハウを活用しながら，担い手へ
の農地の集積・集約化や新規就農者の確保・育成等をはじめ，米や麦などの主要農作物種子の安定供給，園芸作
物の生産振興，使用済農業用プラスチックの適正処理など，農業者の経営安定と農業の基盤整備を進めるととも
に，県民に安らぎと憩いの場を提供する緑化事業や林業振興事業の実施など，広汎な事業を展開しております。
　今後ともニーズにあった事業の展開と，事業の効率化に努めながら，「強い農林業」，「儲かる農林業」を実現する
ため，県や関係機関・団体等と連携協力して取り組んでまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３１年２月　　理事長　宮本　清一郎

出資比率

内　　　　　　　　　　　　容

農地中間管理事業

野菜価格安定事業

全体事業に占める割合

公益社団法人茨城県農林振興公社

［法人の概要］

公益社団法人茨城県農林振興公社

全体事業に占める割合

事業１

　認定農業者など農業担い手の経営規模拡大と農地の集
積・集約化，農業生産性の向上を図るため，農地中間管
理事業による農地の流動化を推進する。

全体事業に占める割合

所　　   在   　　地

資本金（基本財産）

水戸市上国井町３１１８番地１

年度平成
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公益法人等会計用

[経営状況] 公益社団法人茨城県農林振興公社 (単位：千円）　
増減数
139,762

基本財産運用益 0
事業収益 317,509
受取補助金等 △ 92,541
その他収益 △ 85,206

経常費用 148,092
事業費 144,892
管理費 3,200

うち役員人件費 1,155
うち職員人件費 9,174

0
△ 8,330

31,763
0

31,763
746

一般正味財産増減額 22,687
0

△ 7,075
△ 67,929
△ 19,098
△ 48,831
△ 60,854
△ 26,899
△ 20,183
△ 33,955
△ 15,746
△ 7,075

0
補助金 △ 94,089

委託料 584
0

その他（分担金・負担金・出捐金等） 0
合　　　計 △ 93,505

財政的関与の割合（％） △ 4.8
△ 31,369

△ 4,362
合　　　計 △ 35,731

増減P
△ 0.7

0.1
△ 0.6

4.4
1.2

△ 0.8

［組織］

　 県派遣 県OB 　 県派遣 県OB 　 県派遣 県OB

常勤理事・監事 5 0 4 5 0 4 5 0 4 0
非常勤理事・監事 16 0 2 17 0 2 17 0 2 0

計 21 0 6 22 0 6 22 0 6 0
管理職 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
一般職 34 11 0 34 11 0 35 10 0 1
嘱託・臨時職員等 70 76 77 1

計 106 11 0 112 11 0 114 10 0 2

千円

千円

正
味
財
産
増
減
計
算
書

経常増減額

453,212

△ 29,630

2,259,837 2,661,248

429,475

0

2,795

0

6,254.3

164

2,927,613

482,118

2,806,140
18,463 21,663

31,763

△ 37,960

462,386

認定法第15条に定める率

経常外増減額

50,591

0

平成28年度 平成29年度

0

29.3%

1,601,533
2,763,248

増減理由

農地中間管理事業事業量の増

プロパー職員平均給与（年額）

常勤役員平均報酬(年額)
6,673.6

0

農地中間管理事業特例事業借入金の減

17.7%

退職給付引当金の減によるもの

増減数

80.6%

野菜価格安定事業事業量の減

15,000

備　考

178,225

43,140

682,187

0

2,920,538

92.0%

農地中間管理事業賃借料の増

野菜価格安定事業事業量の減

野菜価格安定事業事業量の減

35,340

4,364,781
定期預金解約によるもの

1,266,018
7,987

事業量の減によるもの

1,639,762

特定資産の減によるもの

396,912

38,976

0

37,821

51,086

1,444,243

2,827,803

増減理由

農地中間管理事業賃借料の増

212,180

2,679,711

0

0

0

1,620,631

平成30年平成29年

0
43,140

1.8%

0.8%

76.2%
125.3%

92.7%
0.7%

509,691
326,003

0

376,747
305,440

470,836
304,856

1,583,201
2,799,840

流動資産

1,292,917

78,871

2,927,613
15,000

63,677

2,957,375

775,692

固定負債

0

固定資産
負債合計

正味財産期末残高

203,942

4,432,710

2,812,079

流動負債

△ 29,762

528,037

うち長期借入金

1,221,724
31,632

972

うち短期借入金

資産合計

経常外収益

評価損益等

1,505,097

630,889
2,283,111

124

23,274

一
般
正
味
財
産

4,383,041

0
経常外費用

指定正味財産増減額

36.6%

0

835,694

74,509

経常収益

1,126,839
528,054

2,285,906

37,405

0

人件費比率

主要経営指標

借入金残高／負債・正味財産合計

算式等

126.5%
1.0%

129.6%
1.5%

流動資産／流動負債　

92.5%

2,920,538

31,763

0

0

30代 40代

2,957,375

24.5%

18.3%

13,086

区　　　　　　分

164
1,957,271

435,496

平成28年度

△ 7,075

平成29年度
2,650,081 2,789,843

平成27年度

歳45.6

平均年齢50代 合計

375

60代

平成28年

15,000

平成27年度

32,586

28,170

0

4,362

1.0%
20.4%
69.8%

年
当
期

プロパー職
員平均勤続

年数 5 16 83

常勤職員（嘱
託・臨時職員を
除く）の年齢構
成

～20代

７月１日現在の人数

流動比率

役員

　

職員

13.1

借入金比率

人件費／経常費用
自己収益額／経常収益自己収益比率

管理費比率

貸付金

損失補償・債務保証契約に係る債務残高（期末）

管理費／経常費用

借入金残高（期末）

県
財
政
関
与
状
況

公益目的事業比率

1,823 878132法人税・住民税・事業税

貸
借
対
照
表

基本財産充当額
正味財産合計

1,425,666

0

2



　

　

　

 

今後の事業展開の方向

　平成２６年４月に農業関連３団体が統合し，（公社）茨城県農林振興公社となっ
た。
　３法人の事業を統合し，農・林業者や農業を志す方々に，より質の高いサービス
の提供を目指していく。当公社は，県の農林行政の一翼を担う組織として，今日ま
で築いてきた農林業に関する技術力やノウハウを十分活用しながら農業生産の基盤
である農地利用の集積・集約，農業担い手の確保・育成，農業農村の振興支援，農
業生産基盤や施設の整備，緑化啓発，林業・緑化事業，主要農作物等種子の需給調
整，主要農作物原種の生産，園芸農業の振興，使用済農業用プラスチックのリサイ
クル，野菜価格安定事業及び園芸種苗の生産販売など，広汎な事業を積極的に推進
していく。

　当公社は農山村及び
農林業の近代化を推進
し，農林業者の経済
的，社会的地位の向上
を実現する，県行政の
一翼を担うため設立さ
れた。
　県行政と一体となっ
て事業展開を図ってお
り，新たな行政需要に
も取り組み，計画した
目標達成に努め成果を
上げている。

［評点集計］

効率性 11

組織運営健全性

評価の視点

目的適合性 19

16

16

［法人の自己評価（経営概況，経営上の課題・対策等）］

目的適合性 計画性 組織運営健全性

合計

16 20

満点

20

20

20

計画性

10

評価項目数

9

8

評点

公益法人等会計用

公益社団法人茨城県農林振興公社

警　戒　指　標

財務健全性

得点率

95%

80%

80%

17

97

16

83

9

47 86%

80%

94%

《評価の視点》

　当公社で作成した５
か年計画は，茨城農業
改革大綱にも，その一
翼を担う重要なものと
して位置づけられてお
り，現在はこの５か年
計画に基づき，毎年度
の事業計画を作成し，
事業を推進している。

　当公社の服務，決
裁，財務等の諸規程
は県の規程に準じて
制定されている。事
業内容・財務情報の
ホームページにおけ
る情報開示，公認会
計士との顧問契約
等，法人運営の透明
性を確保しており，
今後とも法令遵守の
更なる徹底を図る。

組織運営健全性

組織,人事,財務等の内部管理体
制が適切に整備･運用され,かつ
情報公開による透明性の確保が
適切か

目的適合性

計画性

組織の管理運営上における人
的・物的な経営資源が有効活用
されているか

効率性

法人が行っている事業と当初の
設立目的が適合しているか

経営目的，経営方針が各種計画
に反映され，計画・実行・見直
しが行われているか

財務健全性

　社会経済情勢が厳
しさを増す中，より
効率的な事業運営に
努めている。
　今後も管理費など
の削減に努めるとと
もに，事業量に応じ
た組織の再編等によ
る職員の適正な配置
等を行い効率的な事
業推進に取り組んで
いく。

　組織の公益性を考慮
し，収支均衡した運営
に努めているが，収益
が減少の傾向にあるた
め事務費，管理費など
の節減等により支出の
削減を図り，健全経営
を目指している。

法人の財務体質が健全である
か，また，各事業の採算性がと
れているか

財務健全性効率性

0%

20%

40%

60%

80%

100%
目的適合性

計画性

組織運営の健全性効率性

財務の健全性

経営評価
ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ
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［法人担当課の意見］

1

2

1

2

1

2

［総合評価］

区分

81.1% 34,168

自己収益比率 ％ 69.8 76.2

25,001 30,728 24,909

77.4

平均目標達成度 62.1%

総合的所見等
に係る対応

　組織の見直しについては，平成３０年５月に事務局長を廃止したところであり，効率的な事業執行が
図られるよう更なる見直しに向けて引き続き指導していく。
　農地中間管理事業については，当該事業のみならず農地法や農業経営基盤強化促進法による貸借とも
併せて年度計画目標の達成を目指していく。平成３０年４月より民間出身者を農地中間機構事業統括監
として登用したほか，茨城モデル水稲メガファーム育成事業，農業委員会による全筆調査，県と農地中
間管理機構とのワンフロア化（農地中間管理機構の県庁舎内への移転）といった更なる取組を進め，引
き続き，目標達成に向けて指導していく。
　また，公益目的事業については，収支相償を満たすよう努めるとともに，効率的な事業運営が図られ
るよう指導していく。
　法人運営の効率化や合理化の観点から事業や人的・財政的関与の見直しを進め，３団体統合の効果が
発揮されるよう引き続き指導していく。

効率性 財務健全性

総合的所見等

　平成２６年４月に農業関連３法人が統合されて現在の体制に至っており，統合の成果が求められる時
期にある。
　平成３０年５月に各部がスピード感を持ち効率的な事務執行が行えるよう専務理事が兼務していた事
務局長を廃止する組織の見直しを行っているが，引き続き，事業運営の効率化に努められたい。
　農地中間管理事業においては，事業従事職員を増員し，貸付面積が１，７５０ヘクタールと平成２８
年度に比べて増加しているが，年度計画目標６，０００ヘクタールに対して大きく未達となっているこ
とから，目標達成に向けた更なる取組を図られたい。
　また，公益目的事業が８事業で構成されているが，個々の事業において収支相償となるよう努められ
たい。
　　県所管課は，統合の効果が発揮されるよう引き続き法人とともに事業の見直しを進めるとともに，
　人的・財政的関与の縮減を図られたい。

0.0% 860

99.0

効
率
性

職員1人当たりの事業収
入

千円

75.9 80.6 100.0%

21,980

当期正味財産増減額 千円 972 -29,762 649 -7,075

63.7% 1,000

100.0 98.7 98.7%健
全
性

収支比率（収入/支出） ％ 100.1 100.0

1,750

H28実績

29.2% 7,500

施設利用者数（H28以降
植物園入園者数）

百人 1,032 630 1,000 637

単位 H27実績 H30目標値

経
営
目
標

事
業
成
果

農地買入面積（H28以降
農地貸付面積）

ｈａ 102 1,680 6,000

取組みを強化すべき視点 目的適合性 計画性 組織運営健全性

法人担当課の意見

　公益認定の内容を遵守したうえで，収益事業による財源確保の努力，県派遣職員数の見直し等を進め
ることにより，法人の自立性の向上が図られるよう指導していく。
　また，３団体統合の効果が十分に発揮されるよう組織体制等の見直しを進めるとともに，低金利の状
況が続いていることを踏まえ，農業担い手育成基金の有効活用方策について，検討を進めるよう指導し
ていく。
　更に，法人の中核的事業である農地中間管理事業について，平成３０年度から民間出身者を農地中間
管理機構事業統括監として登用しているが，同事業の更なる取組を指導していく。

H29実績 達成度(%)

［経営目標］

指　　標　　名

財務健全性
　県農林行政を補完す
る組織として，設立目
的に沿った事業を展開
している。

　平成２７年度に策定
した中長期計画に基づ
いて，担い手の育成な
どの事業が着実に行わ
れるよう指導してい
く。

　服務，決裁，財務等
の諸規程は県に準じて
整備されており，組織
運営は適正に行われて
いる。今後も，必要に
応じて組織体制の見直
しや適正な職員配置を
行うよう指導してい
く。

　管理費・人件費の
削減に努めるととも
に，事業量の変化等
に応じた人員配置や
執行体制の見直し等
により，一層効率的
な事業執行ができる
よう指導していく。

　組織の公益性を考慮
し，収支が均衡した適
正な運営に努めている
が，事務費や管理費な
どの節約等により支出
の削減を図り，より一
層健全経営となるよう
指導していく。

目的適合性

29

計画性 組織運営健全性 効率性

改善の余地あり概ね良好 大いに改善を要する改善措置が必要

H 目標値
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